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《論　文》

日本におけるDMOの
政策移転プロセスに関する考察

１．はじめに

1－1　研究の背景と目的

　デスティネーション・マネジメントの

実践は一般的に各国の行政システムや構

造、地域の利害関係者の視点に依拠して

おり（Dwyer et al.、2007）、またデステ

ィネーション・マネジメント・オーガニ

ゼーション（以下、DMO）の役割は地場

の事業者や地域全体の競争力の向上にあ

る（Sainaghi、2006）。その意味で DMO

は「ローカルな」存在である。しかしな

がら観光産業の越境的拡大や、持続化可

能性の追求における全世界的な動きを踏

まえれば、DMO はグローバルな文脈で

一般化し得るかもしれない。実際、いく

つかの新興国では、政府開発援助等の枠

組みで DMO の設立ノウハウの移転が試

みられている（独立行政法人国際協力機

構、2018）。

　日本では2015年に他国でも類を見ない

国によるDMOの登録制度が開始された。

当初「日本版DMO」と呼ばれ、その後、

「登録観光地域づくり法人（登録DMO）」

に改称された日本のDMOも、石黒（2017）

によれば欧米の DMO をモデルとしたも

のである。実際、登録制度の開始に合わ

せて整備された「『日本版 DMO』形成・

確立に係る手引き（第１版）」では、「諸

外国の DMO と呼ばれる観光振興組織が

備える各種データ等の収集 ･ 分析、戦略

の策定 ･KPI の設定、PDCA サイクルの

確立等を基礎とした科学的アプローチに

よる観光地域づくりの仕組みを日本の地

域づくりに取り入れていこうという取

組」として日本版 DMO が位置付けられ

ている（内閣官房まち ･ ひと ･ しごと創

生本部事務局・観光庁、2015、p.1）。ま

た、2023年３月から開始された「先駆的

DMO」の選定制度においても、最終的に

目指すべき「世界的な DMO」の説明に

バルセロナ市やハワイ州、ナパ郡の写真

が貼付されており（観光庁、2025a）、日

本の DMO がこれらの地域の DMO に倣

うよう促されていると解することもでき

る。

　では、実際にDMOを設立した地域は、

「他国由来」のDMOという政策をどのよ

うに受け入れてきたのだろうか。上述の

とおりDMOとは本質的に「ローカルな」

存在であり、その意味で他国の政策をそ

のまま水平的に移転する余地は少ない

か、あるいは移転に伴う障壁が高いはず

である。ところが、2025年10月１日現在、

334件の DMO が登録されており（観光

庁、2025b）、少なくとも表面的には政策

移転が進んでいるように見える。本研究

はこの二点に着目し、「日本版DMO」を

組織ではなく政策としてとらえ直した上

で、「日本版DMO」の登録制度の最初期

にその設立を決めた地域がどのように政

策移転を進めたのかを解明することを目

的とする。

　なお、観光庁は日本版 DMO としてい

た呼称を「観光地域づくり法人」へと改

めているが、本研究が主として日本版

DMO と呼ばれていた時期に焦点を当て

ていること、日本における DMO の特性

を論じることをその目的の１つとしてい

ることを踏まえ、以降ではあえて「日本

版 DMO」として旧称を括弧書きの上で

用いる。

This study examines Destination Management Organizations （DMOs） through the lens of policy transfer theory, focusing on 

Japan’s experience in adopting this concept as a national policy. By conducting semi-structured interviews with five executive 

board members from four different DMOs in Japan, the motivations behind their establishment, initial challenges, and key actors 

involved in the policy transfer process were investigated. Drawing on the conceptual framework of Dolowitz and Marsh （2000）, 

the study reveals that despite being introduced within a top–down policy structure, the diffusion of the DMO policy was strongly 

driven by initiative and public acceptability at the local level. The findings further demonstrate that the Dolowitz and Marsh 

（2000） framework is analytically applicable beyond traditional state-to-state transfer and can be effectively used to explain intra-

national policy transfer from the perspective of local actors. 

キーワード：�観光政策、日本版 DMO、観光地域づくり法人、半構造化インタビュー

Keyword：Tourism Policy, Japanese DMO, Destination Management Organization, Semi-Structured Interview

石
い し

黒
ぐ ろ

　侑
ゆ う

介
す け

北海道大学大学院国際広報メディア・観光学院

ミールモジャッラビアン・セイェッド・ハミード・レザー 北海道大学大学院国際広報
メディア・観光学院



－42－

日本国際観光学会論文集（第33号）March,2026

1－2　政策移転研究の枠組み

　本研究では、DMO を観光地域づくり

を担う組織としてではなく、導入し、模

倣することができる政策としてとらえて

いる。政策には様々な定義が存在するが、

例えば秋吉貴雄と伊藤修一郎、北山俊哉

は「社会における公共的な問題を解決す

るための解決の方向性と具体的手段」と

定義している（秋吉ほか、2010、p.4）。

DMO の場合、その「公共的な問題」と

は従来の観光振興における様々な不足点

を意味しており、その解決によって「効

果的な観光地域づくり」を実現すること

が目指されている（内閣官房まち ･ ひと

･ しごと創生本部事務局・観光庁、2015、

p.9）。

　Fayos-Sola（2002、p.9）よれば、グロー

バル化によって再構築された今日の観光

産業に対峙し、国が競争力を維持するた

めには、既存の観光政策の継続ではなく、

その修正が継続的に求められる。このよ

うな状況では、他国から教訓やアイデア

を引き出し、政策として採用する場合が

多い。その意味において、前出の「『日本

版 DMO』形成・確立に係る手引き（第

１版）」が他国の事例の共有をその目的と

して明確に謳っていることは何ら不思議

ではない。こうしたプロセスは一般的に

「政策移転」と呼ばれる。

　この分野の代表的な研究者である

David DolowitzとDavid Marshは、政策

移転のプロセスの概念的な枠組みの構築

を試みている（Dolowitz and Marsh、2000）。

彼らは政策移転を「他の国の政治体制に

おける政策、制度、アイデアなどが別の

国の政治体制における政策や制度などの

発展に用いられるプロセス」（Dolowitz 

and Marsh、2000、p.5）と定義し、それ

が次にあげる視点で検討されるべきであ

ることを指摘している。

　１つ目の視点は「政策移転の契機」で

ある。これは政策の移転が自発的に行わ

れたのか、あるいは外部者によって強制

的に行われたのかを問うものである。具

体的には政策課題に直面した政策決定者

が明確な意図を持って他の国や地域の政

策を導入する「自発的移転」と、他の政

治機構によって他律的に政策の導入を強

いられる「強制的移転」に大別される。

　次に「政策移転のアクター」と「政策

移転の対象」、「教訓の源泉」の３つの視

点である。これらは「誰が何のためにど

こから」政策を移転するのかという問い

に立脚する。すなわちアクターとは特定

の政策が移転する際にそのプロセスに誰

が関与したのかを問う視点であり、政治

家や官僚、政策起業家、国際機関などが

想定される。その上で、アクターが政策

目標・政策内容・政策手段、プログラム、

制度、イデオロギー、アイデイア・姿勢、

負の教訓のうち、何を移転の対象とした

のかを分析する。さらに、そもそもその

内容が、特定の地域の政策、諸外国の国

策、あるいは国際機関等が推進する政策

のいずれかを源泉としたものなのかを問

うことも重要であると指摘する。

　５つ目の視点は「政策移転の程度」で

ある。Dolowitz and Marsh（2000）では、

政策は単に「移転する」「移転しない」と

いう二元的な議論ではなく、底にはある

種のグラデーションが存在することが示

されている。具体的には、政策をそのま

ま移転する「模倣」、政策の原理や成果を

移転するものの内容については改良を加

える「競争」、複数の源泉からの政策を組

み合わせて一つの政策を形成する「混

合」、他国の政策にインスピレーションを

得て全く新しい政策を生み出す「刺激」

である。

　こうした移転の程度に差が生じること

の背景を「政策移転の制約」という形で

位置付けるのが６つ目の視点である。具

体的な要因としては、政策の複雑性、相

互作用効果、制度的制約、構造的制約、

実行可能性制約、過去の政策との関連、

言語的制約の７つが列挙され、政策移転

がこれらの影響を受けることを指摘して

いる。

　さらにDolowitz and Marsh（2000）で

はこれらに「政策移転の示威」と「政策

移転の成否」を加え、合計８つの視点で

政策移転の枠組みを論じているが、本研

究では、これらのうち特に「政策移転の

程度」と「政策移転の制約」に焦点を絞

って検証を行う。なぜなら、「日本版

DMO」がその源泉を諸外国のDMOに求

め、国による登録という形態で制度化さ

れたことを踏まえれば、「政策移転の契

機」や「政策移転のアクター」、「政策移

転の対象」「教訓の源泉」「政策移転の示

威」といった点は、客観的事実や政策文

書の内容から一定程度、明らかになって

いると考えられるためである。また「政

策移転の成否」は先行研究が指摘してい

るようにそもそも定義が曖昧であり

（James and Lodge、2003）、加えて「日

本版 DMO」が改称や制度の改定を経て

今日も継続していることを考慮すれば、

その成否を現段階、そして地域の立場か

ら一方的に評価することは妥当性を欠

く。他方で、各地域が国策としての「日

本版 DMO」について、どの「程度」の

移転を進め、その過程でいかなる「制約」

に直面したかについては未解明であり、

かつ地域の視点から考察することが効果

的であると思われる。本研究はこうした

意識に立脚している。

1－3　先行研究レビュー

　DMO の役割や事業内容、組織構造に

ついて論じた研究は比較的充実してい

る。例えば、Beritelli et al.（2007）はデ

スティネーション・ガバナンスにおいて

は、地域社会にとって一元的に調整され

た効率的な DMO ネットワークが必要で

あることを強調している。Volgger and 

Pechlaner（2014）は、このテーマを発展

させ、DMO の「権威」がその組織的成

功を裏付ける要素となることを指摘して

いる。これらの研究に共通するのは、デ

スティネーション・ガバナンスがトップ

ダウンのマネジメントではなく、ステー

クホルダーの協力による自律的なもので

あ る べ き で あ る と い う 指 摘 で あ る

（Volgger and Pechlaner、2014、p.66）。

さ ら に、Pechlaner et al.（2012、p.164）

はステークホルダーの関与が高まるにし

たがって、地域内での DMO の受け入れ
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が促進されることを確認している。これ

らはいずれも先述の「ローカルな存在」

としての DMO の特性を支持するものと

言えよう。

　一方、日本の DMO に関する研究は主

に DMO の機能とパフォーマンスをめぐ

るものに偏っている。例えば、渡辺（2021、

p.15）は、日本の DMO のパフォーマン

スを検証し、権限と適切な収益事業を行

う能力が、DMO の主な成功決定要因で

あると推論している。また、岩田（2022、

p.74）は、DMOの政策課題と解決策を論

じ、財源や人材、組織の独立性や自治体

との役割分担といった組織存立の中心的

な課題が地域の自主的な努力に委ねられ

ている点を指摘している。さらに石黒

（2019）はスペインとチリのDMOを例に

観光振興のための官民連携の枠組みに過

ぎない DMO の設立が目的化している日

本の現状を批判的に検証しているほか、

Nagai et al.（2018、pp.378-379）も 日 本

における DMO の定義の曖昧さを強調す

る。つまり日本では国が主導する形で

DMO の設立が進められた結果、各地域

は DMO を「ローカルな存在」として受

け止めるか、国から移転された「新しい

存在」として位置付けるかという問いへ

の答えに苦慮しているととらえられるか

もしれない。

　これらの先行研究レビューを通じて明

らかになるのは、いずれも DMO の重要

性を前提としながら、それが政策として

どのように国や地域に持ち込まれ、実践

においていかなる困難に直面しているの

かについての体系的な分析が不足してい

ることである。政策の移転が実行される

ことはすなわち、その優位性が広く認識

されていることを意味するが、そうした

認識が政策としての問題点や課題への分

析を無意識のうちに避けようとする論

調、雰囲気を生んでいる可能性もある

（Dolowitz and Marsh、2000、p.17）。し

かし、観光政策を複数のレベルや地域に

おいて横断的に検討し、そのプロセスや

適応に焦点を当てる必要性は、Hall and 

Jenkins（2004、p.536）も強調している。

　もっとも、政策移転の研究自体は先述

の Dolowitz and Marsh（2000）を 契 機

に、量的にも、研究の幅としても大きな

発展を遂げている。例えば、Zhang and 

Marsh（2016）は Dolowitz と Marsh の

枠組みを用い、中国が過去に分権化など

の改革を実現し、行政システムを効果的

に変革してきた過程を示している。さら

に、Marsden and Stead（2011）はこの

枠組みを活用し、交通および都市計画分

野における政策移転を検討している。

　政策移転はグローバル化の進展によっ

てますます活発になり（Stone、2004）、

政策移転研究もまたそれによって「越境

的」な 発 展 を 遂 げ て き た（Porto de 

Oliveira、2021）。ところが観光研究にお

ける政策移転研究はそれほど多くない。

Dolowitz and Marsh（2000）の枠組みを

用いてスペインの農村観光政策の浸透に

おけるヨーロッパ連合の影響を分析した

Yubero and García Hernández（2019、

p.8）によれば、観光分野では政策移転研

究が発展途上にある。これは観光の越境

性を踏まえれば意外なことである。

　また、Dolowitz and Marsh（2000）を

含めた政策移転研究の枠組みが主として

「国家」を単位として行われている点も、

当該分野の研究動向において特筆すべき

点である。グローバル化と同時にローカ

リゼーションが生じていることも政策移

転の拡大の背景にあるが（Stone、2004）、

国家よりも小さい「ローカルな」主体が

他国、あるいは自国からどのように政策

移転を行うかについては研究的蓄積に乏

しい。

　本研究はこのような DMO 研究、政策

移転研究の不足点を補足し得るものであ

る。

２．研究方法

2－1　インタビュー調査の仕様とその有

効性

　前述のとおり「日本版 DMO」が制度

化されたのは2015年まで遡る。国策とし

ての DMO 登録制度が浸透し登録法人数

が300超にまで拡大したことを踏まえれ

ば、制度導入の初期段階、可能であれば

第一弾登録に手を挙げた事例を取り上げ

ることが、政策移転における地域の受け

止めを考察する上ではより適当であると

思われる。さらにその背景や要因を探索

的に検証するためには、政策文書等の二

次資料の分析ではなく、インタビュー調

査によって関係者、それも当時の意思決

定プロセスに主体的かつ直接的に関与し

たと想定される会長や理事等の役員や事

務局長等の実務責任者から、真意や意図

を聞き出す必要がある。

　以上を踏まえ、「日本版DMO」の候補

法人の第一弾登録となった24法人のう

ち、「広 域 連 携 DMO」以 外 の 22 法 人

（表－１）に照会し、インタビュー調査へ

の協力を得られた４団体５名に対して、

調査票を用いた半構造化インタビュー調

査を行った（表－２）。本研究が政策とし

ての DMO に対する地域の受け止めを検

表－１　日本版 DMO 候補法人第一弾登録法人

（出所）観光庁（2016）により筆者ら作成
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証することを目的としていることから、

複数の都道府県にまたがる「広域連携

DMO」では「地域」の定義が難しいと判

断し対象から除いている。なお、本研究

を通じて聴き取った「本音」を記載する

ことで特定の地域や DMO に不利益が生

じる可能性を踏まえ、以降、本研究では

協力を得た４法人をDMO-A、DMO-B、

DMO-C、DMO-D と匿名で表記する。

2－2　調査票の設計と分析

　調査票の設計にあたっては、前述の

Dolowitz and Marsh（2000）をもとに、

同研究が提示する８つの視点のうち、主

として「政策移転の程度」と「政策移転

の制約」の検証を目的として設定した

（表－３）。

　まず、質問１では、国が進める「日本

版 DMO」が何を契機とし、誰によって

地域にもたらされたかを直接的にたずね

ている。本研究は「政策移転の契機」や

「政策移転のアクター」を明らかにするこ

とに主眼を置いていないものの、「日本版

DMO」を地域がどう受け止めたのかを明

らかにする上で、その背景の考察にこれ

らの質問が必要であると判断した。

　次に質問２、質問３、質問４では、DMO

の設立にあたって地域が直面した障壁に

ついて問うた上で、その結果としてどの

程度、当該政策の移転が進んだのかを明

らかにしようと試みている。具体的には、

質問２を通じて「日本版 DMO」におけ

る国策としての評価、より具体的には当

該政策における国のイニシアチブについ

てたずねた上で、質問３で国が発行した

「『日本版 DMO』形成・確立に係る手引

き（第１版）」の受け止めをたずねてい

る。この手引きは国が「日本版DMO」の

目的や具体的な手法を明示的に定義した

ものであり、初見における印象をたずね

ることは「日本版 DMO」への地域の受

け止めを考察する上で不可欠であると判

断した。その上で、質問４ではより具体

的、直接的に政策導入の障壁についてた

ずねている。また質問５では、移転の程

度と障壁を仮定の質問を通じて明らかに

しようと試みている。これは、既に国策

としての導入から10年近くが経過し、一

定の実績を積んでいる DMO の問題点や

課題を聞き出すことは、インタビュー調

査対象者が一定以上の責任を追う立場で

あることもあって容易ではないことが想

定されたためである。オーラル・ヒスト

リーの先駆的研究で知られるアメリカの

歴史家 Valerie Raleigh Yow はこうした

「仮定の質問」がインタビュー対象者の本

音を聞き出す上で極めて重要であると主

張している（Yow、2015）。

　最後にこれら５問に加え、「政策移転の

制約」や「政策移転の成否」についての

認識を総括的に把握することを目的に、

もし新たに DMO の政策移転が行われる

とすれば、どのような助言を行うかにつ

いてたずねている。これは「日本版DMO」

という政策を地域に移転した当事者とし

ての視点から離れ、一連のプロセスを俯

瞰し客観的な立場からその認識を問うた

めである。

　インタビュー調査はいずれも対面で行

われ、以上の６問を印刷した調査票を提

示しつつ、必要に応じて質問の順序を入

れ替えたり、追加の質問を行う半構造化

インタビューの形式を採用した。回答は、

インタビュー対象者の同意を得た上で録

音され、テキストデータ化された。その

上で、一定の客観性を確保するために複

数の筆者によって、発言内容の整理、共

通のテーマの導出を行い、その分析を進

めた。なお、表－４から表－９は、インタ

ビュー対象者の主な発言内容（右列）と

その内容から導かれたテーマ（左列）を

整理したものである。

３．インタビュー調査の結果

3－1　導入の契機とアクター

　最初の質問は、各 DMO が設立された

契機と、「DMO」という言葉を初めて地

域に「持ち込んだ」主体の特定を目的に

したものである（表－４）。例えばDMO-A

は、土産品や一次産品などのいわゆる物

表－２　本調査の対象法人一覧

（出所）筆者ら作成

表－３　インタビュー調査における質問の構成と政策移転論との関係

（出所）筆者ら作成
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産の企画・生産・販売を一貫して行い、

補助金を獲得するための「組織改革」が

背景にあったことを示唆している。また

DMO-B も、観光振興をめぐる複雑な利

害関係を効果的に調整する、より柔軟で

身軽な組織の必要性をあげている。一方、

DMO-C と DMO-D については旅行業や

広域連携という具体的な事業や政策が

DMO という言葉によって再定義された

と証言している。つまり「日本版DMO」

としての登録を行ったことで、既に各法

人が独自に行っていた事業が国策として

の位置付けを獲得する結果となったこと

になる。換言すれば「日本版 DMO」と

いう国策は地域に全く新しいアイデアや

事業として持ち込まれたのではなく、む

しろ既存の組織やその改革を望む地域側

の意向を包含したり、あるいは既に行わ

れていた事業の目標を再設定するものと

して地域の自発的な判断によって移転さ

れたということである。

　また、政策移転のアクターについての

質問では、DMO-A のみが「国」の直接

的な関与を示唆し、残りの３法人はいず

れも異なる学識経験者の存在をあげた。

こうした学識経験者は政策形成過程の研

究における「政策起業家」に該当すると

思われる。政策起業家とは「物質、目的、

連帯など、将来見込まれる多様な利益と

引き換えに、アジェンダの位置を挙げる

ために時間、エネルギー、名声、金銭な

ど自らの資源を進んで投入する主唱者」

である（キングダン、2017、p.239）。従

来は、国と国の間における政策移転のア

クターとして認識されてきた政策起業家

が、同一国内の国から地域への政策移転

においても一定の役割を果たしている可

能性が示唆される。

3－2　国がイニシアチブを持ったことの

受け止め

　次に「日本版 DMO」が国策として導

入され、中央政府（国）から地方政府（地

域）へという流れで移転が進んだことに

ついて見解をたずねた（表－５）。すると

DMO-A と DMO-B は、国がイニシアチ

ブを持つことの利点を強調した。例えば

DMO-A は国策として導入された政策に

「乗る」ことが域内での組織の正当性や存

在感の確保に貢献し、それが地方公共団

体からの委託業務の拡大につながる可能

性を表明している。

　その一方で、DMO-C と DMO-D は国

による DMO の定義が不鮮明であること

を指摘し、中央から地域へ政策の移転が

行われる際の問題点として提起してい

る。また、DMO-C は DMO の存在を法

的に担保する枠組みの不在をあげてい

る。つまり「日本版 DMO」の候補法人

の第一弾登録に手を挙げたものの、実際

にその政策を実行する上で課題を把握し

ていたことになる。

　このように地域が言わば国から「降っ

てきた」政策をスムースに実行できなか

った実態は、「『日本版 DMO』形成・確

立に係る手引き（第１版）」の印象をたず

ねた質問への回答からも読み取ることが

できる。「日本版DMO」の登録制度開始

に合わせて、国がその概念的拡大や浸透

を目的に作成したこの手引きは各法人に

とって内容が曖昧であるか、あるいは実

践性が不足したものと映ったようである

（表－６）。

　さらに政策移転にかかる制約や課題を

直接的にたずねた質問を通じて、こうし

表－４　政策移転の契機とアクター

（出所）筆者ら作成
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た制約が「資源」、「制度」、「知識」とい

う３点に収斂することが確認された。

（表－７）。中でも４つの法人のうち３つの

法人が指摘したのが、資金や人材といっ

た「資源」の不足である。既述のとおり、

「日本版DMO」への登録申請そのものの

判断は地域の自発的なものであった可能

性が高いが、それはすなわち地域が自ら

政策の実行可能性を担保できていること

を意味しないことが分かる。つまり政策

移転の判断が内外の環境に照らして必ず

しも完全に合理的なものとはならない可

表－５　国によるイニシアチブへの評価

（出所）筆者ら作成

表－６　｢日本版 DMO｣ 形成・確立に係る手引きへの印象

（出所）筆者ら作成

表－７　｢日本版 DMO｣ 設立時の課題・障壁

（出所）筆者ら作成
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能性を示唆している。

　また、手引きという具体的なツールを

以て国が政策の移転を図ったことで、

Dolowitz and Marsh（2000）の言う「移

転の対象」が明確になったことを、地域

側が負担としてとらえていることも分か

った。同手引きは、「日本版DMO」が観

光入込客数、延べ宿泊者数、旅行消費額、

来訪者満足度、リピーター率を主要業績

評価指標（KPI）として把握し、その結

果に基づく戦略策定を行うことを暗に求

めている（内閣官房まち ･ ひと ･ しごと

創生本部事務局・観光庁、2015）。前問で

は手引きにおける DMO の定義や目標に

関する曖昧さを批判的に論じる声があが

った一方で、KPI のような具体的な手法

については、各 DMO としてむしろその

具体性を敬遠している姿勢が浮かび上が

る。

3－3　「日本版 DMO」の政策移転におけ

る制約への認識

　以上の議論を踏まえつつ、本研究では

政策移転を制約した要因をさらに深掘り

するために２つの仮定の質問を行った。

　まず、「日本版DMO」の設立を判断し

た初期に遡って、何を留意点、改善点と

して認識しているかをたずねた（表－８）。

すると、「日本版DMO」への登録申請自

体を否定はしないものの、その判断に至

った地域としての「課題認識」をあげる

回答が目立った。特にDMO-Aは前問で

政策移転時の問題としても「知識」の不

足をあげており、地域としての合意形成

や意思決定が必ずしも合理的ではなかっ

た可能性を示唆している。さらにこの質

問でも、やはり「資源」の不足をあげる

法人が複数確認された。

　次に、「日本版DMO」を政策として移

転する上で地域が国に何を望むのかを明

らかにするために、DMO を国策として

導入する他国への助言という形で各DMO

の認識をたずねた（表－９）。その結果、

DMO-A と DMO-B が政策としての柔軟

性を確保することの重要性を指摘した。

これらの DMO は「日本版 DMO」が国

策として導入されることを肯定的に評価

しており（表－５）、国から地域への政策

表－８　改めて ｢日本版 DMO｣ を設立すると仮定した際の留意点

（出所）筆者ら作成

表－９　DMO を国策として導入する他国への助言

（出所）筆者ら作成
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移転そのものを否定するのではなく、む

しろその実行性、実現可能性を担保する

視点からの発言であると推測される。ま

た、DMO-C は国策としての実行性を担

保する「法制度」の整備を、DMO-D は

国が政策目標や具体的なビジョンを描く

「能力」を擁することをそれぞれ指摘し

た。

４．考察

4－1　政策移転を進めた地域の自発性

　改めてDolowitz and Marsh（2000）が

提示した枠組みに沿って、４つの DMO

に対するインタビュー調査の結果を考察

する。

　まず、国による登録制度という意味に

おいて確かに国策としての性格を有して

いた「日本版 DMO」ではあるが、その

登録申請の判断は各地域による自発的な

ものであった可能性が高い。もっとも

Dolowitz and Marsh（2000）が指摘する

ように多くの政策移転事例には自発的要

素 と 強 制 的 要 素 の 双 方 が 存 在 す る

（p.14）。本研究を通じて見えてくること

は、少なくとも「日本版 DMO」候補法

人の第一弾登録に手を挙げた４法人の判

断は相応に自発的なものであった可能性

が高いということである。

　ところが、国では、むしろこうした地

域の自発性の限界を指摘し、国としてよ

り明確な方針を出すべきであるとの論調

も見られる。例えば国は登録制度開始か

ら ３ 年 が 経 過 し た 2018 年 に「日 本 版

DMO」の見直しを目的とした検討会を立

ち上げており、その中では「なんらかの

役割分担を国が作る事は日本の中では必

要だと思う」（観光庁、2019、p.3）など

むしろ国の強制的要素を強めようという

議論が先行している。本研究で行ったイ

ンタビューの回答者はいずれも DMO の

政策目標については具体化を求めつつ、

その実現手法については地域に委ねられ

るべきであることを暗に示唆しており、

国と地域の認識の間に一定の隔たりがあ

ることが分かる。

　政策移転を進める上で一定以上の自発

性が求められるのは、それが移転する政

策の「受皿」や「基盤」の位置づけを明

確にするからかもしれない。実際、政策

遺産やポリシーレガシーと呼ばれるこう

した既存の枠組みの存在が政策移転を促

すことが明らかになっている（秋吉、

2007）。また代替政策の可能性や制度・政

治的背景を含むサブシステムが、政策採

用を形作る上で重要な役割を果たすこと

を強調するMinkman et al. （2018、p. 229）

の議論もこうした見解を支持する。秋吉

（2007、pp.7-8）が指摘するように、他国

から借用したものも含め、新しい政策ア

イデアが採用されるとき、それは過去の

政策や制度システムの既存の連続性の上

に構築され、形成される。「日本版DMO」

は従来の観光協会の「看板のかけかえで

はないか」（観光庁、2018、p.2）といっ

た批判にさらされることが多いが、むし

ろ地域にとってはそうした漸進的、表層

的な変化に留まったことが「日本版

DMO」の拡大に寄与した可能性が高い。

4－2　不完全な移転の要因となった複合

的な制約

　一方で、複数の DMO が、国が掲げる

DMO 像の曖昧さを指摘したことは、政

策の移転が当初から国が想定する形では

進まなかったことも意味している。Nagai 

et al.（2018、p.378）はより組織論的な考

察から好業績モデルとして認められたい

くつかの DMO でさえ、その定義に一定

の曖昧さ抱えていることを指摘しており、

本研究の結果はこの点が政策的な考察か

らも支持されることを示した。Dolowitz 

and Marsh（2000、p.17）のフレームワー

クによれば、これは「不完全な移転」を

意味する。

　Dolowitz and Marsh（2002、p.12）に

よると、一般的に垂直的な関係性にある

国家と地方の間であっても、地方政府の

行動や成果を観察・分析することで、中

央政府が教訓を得ることがある。観光政

策研究においても一般的に中央集権的な

国家として位置づけられることの多い日

本であるが（清水、2012）、こうした構造

が、政策の移転「先」となる地域への関

心を低下させたかもしれない。

　本研究のインタビュー調査では、多く

の DMO が、DMO を「正しく」理解す

るための知識の不足、「日本版DMO」の

設立を担保する法律や制度の不備、そし

て国策としての「日本版 DMO」の取り

組みと各地域の問題解決手段の不一致に

直面していることが浮き彫りになった。

これはDolowitz and Marsh（2000）が指

摘する政策の複雑性、制度的制約、実行

可能性制約に該当しよう。

　吉川（2020）はこうした政策移転の制

約を克服し、政策移転を進める要素を、

「受容可能性」と定義し、政策移転におけ

るその重要性を訴える。受容可能性は「政

治的受容可能性」と「公共的受容可能性」

の二つに分類され、前者は「特定の政策、

もしくは具体的手法が政治的機関によっ

て、受動的、もしくは能動的な支持を得

る」こと、後者は「特定の政策、もしく

は具体的手法が、その実施により影響を

受ける成員によって、明確に、もしくは

暗黙に支持を受けている」と定義される

（IAEA、2007、p.5）。そして、特定の問

題解決を目的とした政策移転において

は、政治的受容可能性よりも公共的受容

可能性を高めることが重要であると指摘

する（吉川、2020）。つまり「日本版DMO」

の場合、地域は地方公共団体以上に、「影

響を受ける成員」による支持を獲得する

ことが求められる。DMO の場合、それ

は観光事業者であったり、あるいは地域

住民による支持を意味しよう。つまり、

複合的な制約を克服して「日本版DMO」

候補法人の第一弾登録に踏み切ったこれ

ら４つの DMO は、行政機関による厚い

支持というよりは、その他のステークホ

ルダーによって統合されたネットワーク

（Sheehan、2006）の支持を得て、政策移

転を進めた可能性が高い。「日本版DMO」

は一般的に行政機関との高度な一体性

（菅野ほか、2018、p.32）を有していると

されるが、本研究のインタビュー調査対

象の４法人がいずれも行政機関との関係

性にほとんど言及しなかったことは、「日
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本版 DMO」の政策移転プロセスにおけ

る公共的受容可能性の重要性を物語って

いるとも言えるかもしれない。

５．結論

　本研究では、「日本版DMO」を政策と

してとらえ、「日本版DMO」候補法人の

第一弾登録に手を挙げた地域がどのよう

に政策移転を進めたのかを解明すること

を試みた。

　その結果、国から地域へという上意下

達とも言える構造の中にあって政策移転

を促す要因に地域の自発性と公共的受容

可能性があげられることが確認された。

また政策移転論において多用されかつ網

羅的な分析枠組みを提供する Dolowitz 

and Marsh （2000）を援用して一定の結

論を得られたことは、従来、主として一

対一の国家間の考察を前提としてきた政

策移転研究が、同一国家内の国と地域、

それも一対複数の関係性へと展開可能で

あることを意味している。この点も本研

究の成果と言えよう。

　ただし、本研究が克服すべき課題を少

なからず抱えていることを筆者らは認識

している。例えば、インタビュー調査対

象のサンプル数が４法人の５名に限られ

ること、対象者の匿名性を確保するため

に各 DMO の個別の事情についての描写

が避けられている点などである。その結

果、結論の一般化に限界が生じていると

の批判は免れない。

　しかしながら、少数サンプルでありな

がらも複数の DMO の役員や実務責任者

から政策移転の実行に至った際の深層的

な意図や潜在的な認識を聴き取ることに

成功したからこそ、未解明であった地域

への政策移転メカニズムの一端が解明さ

れたと考えている。今後、調査対象DMO

の拡大や「移転をした側」の国に対する

同様の調査を通じて、政策移転の全体像

の描写が可能になることを期待したい。
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